
○
経
済
産
業
省
令
第
十
九
号

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
及
び
同
法
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
六
項

の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

認
可
料
金
の
算
定

第
一
節

総
原
価
の
算
定
（
第
二
条
―
第
八
条
）

第
二
節

料
金
の
算
定
（
第
九
条
―
第
十
八
条
）



第
三
章

届
出
料
金
の
算
定

第
一
節

供
給
約
款
届
出
料
金
の
算
定
（
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
）

第
二
節

供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

第
四
章

原
料
費
調
整
制
度
（
第
二
十
五
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

四
十
七
号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
、
ガ
ス
事
業
会

計
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
五
号
）
、
ガ
ス
事
業
託
送
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
九
年
経
済

産
業
省
令
第

号
。
以
下
「
託
送
料
金
算
定
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
ガ
ス
事
業
託
送
供
給
収
支
計
算
規
則
（
平
成
二



十
九
年
経
済
産
業
省
令
第

号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
供
給
約
款
」
と
は
、
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
約
款
を
い
う
。

二

「
卸
供
給
」
と
は
、
他
の
ガ
ス
を
供
給
す
る
事
業
者
に
対
す
る
導
管
に
よ
る
当
該
ガ
ス
を
供
給
す
る
事
業
者
の
ガ
ス
を

供
給
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
の
供
給
（
託
送
供
給
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三

「
大
口
・
卸
供
給
」
と
は
、
大
口
供
給
及
び
卸
供
給
を
い
う
。

四

「
小
口
供
給
」
と
は
、
一
般
の
需
要
に
応
じ
導
管
に
よ
り
ガ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
（
大
口
供
給
を
除
く
。
）
を
い
う
。

五

「
規
制
需
要
」
と
は
、
指
定
旧
供
給
区
域
等
需
要
を
い
う
。

六

「
非
規
制
需
要
」
と
は
、
小
口
供
給
に
係
る
需
要
の
う
ち
規
制
需
要
を
除
く
も
の
を
い
う
。

第
二
章

認
可
料
金
の
算
定

第
一
節

総
原
価
の
算
定

（
総
原
価
の
算
定
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
で
設
定



す
る
料
金
（
以
下
「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（

以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
原
価
算
定
期
間
と
し
て
、
当
該
事
業
者
の
事
業

年
度
の
開
始
の
日
又
は
そ
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
を
始
期
と
す
る
三
年
間
（
変
更
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
で
設
定

す
る
料
金
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
を
単
位
と
す
る
一
年
以
上
の
期
間
）
を
定
め
、
当
該
期
間
に
お

い
て
ガ
ス
事
業
（
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
に
つ
い
て
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を

運
営
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
原
価
に
利
潤
を
加
え
て
得
た
額
（
以
下
「
総
原
価
」
と
い
う
。
）
を
算

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
総
原
価
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
営
業
費
の
額
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
営
業
費
以

外
の
項
目
の
額
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
事
業
報
酬
の
額
の
合
計
額
か
ら
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ

る
控
除
項
目
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
需
要
想
定
）

第
三
条

事
業
者
は
、
ガ
ス
需
給
計
画
及
び
設
備
投
資
計
画
を
供
給
計
画
等
（
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
法
第
五
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
た
供
給
計
画
並
び
に
法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
届
け
出
た
製
造
計
画
を
い
う
。
以
下
同



じ
。
）
、
需
要
想
定
（
原
価
算
定
期
間
に
お
け
る
販
売
量
、
調
定
件
数
そ
の
他
の
想
定
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事

業
環
境
の
将
来
の
見
込
み
（
技
術
革
新
の
動
向
、
物
価
上
昇
率
等
の
経
済
指
標
の
動
向
そ
の
他
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
基
づ
き
策
定
し
、
様
式
第
一
第
一
表
及
び
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
費
の
算
定
）

第
四
条

事
業
者
は
、
営
業
費
と
し
て
、
別
表
第
一
第
一
表
（
１
）
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
額
を
、
様
式
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
費
以
外
の
項
目
の
算
定
）

第
五
条

事
業
者
は
、
営
業
費
以
外
の
項
目
と
し
て
、
別
表
第
一
第
一
表
（
２
）
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
算

定
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
、
様
式
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
酬
の
算
定
）

第
六
条

事
業
者
は
、
事
業
報
酬
と
し
て
、
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
に
事
業
報
酬
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
事
業
報
酬
額
」
と
い

う
。
）
を
算
定
し
、
様
式
第
三
第
一
表
及
び
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
は
、
ガ
ス
事
業
の
効
率
的
な
実
施
の
た
め
に
投
下
さ
れ
た
有
効
か
つ
適
切
な
事
業
資
産
の
価
値
と



し
て
、
別
表
第
一
第
二
表
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

３

第
一
項
の
事
業
報
酬
率
は
、
事
業
者
の
健
全
な
財
務
体
質
を
維
持
し
つ
つ
、
安
定
的
か
つ
安
全
な
ガ
ス
の
供
給
を
確
保
す

る
適
正
な
設
備
投
資
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
事
業
報
酬
の
額
を
算
定
す
る
た
め
に
十
分
な
率
と
し
て
、
別

表
第
一
第
二
表
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
値
と
す
る
。

（
控
除
項
目
の
算
定
）

第
七
条

事
業
者
は
、
控
除
項
目
と
し
て
、
別
表
第
一
第
三
表
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
額
を
、
様
式
第
四
第
一
表
及
び
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
原
価
の
整
理
）

第
八
条

事
業
者
は
、
総
原
価
と
し
て
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
営
業
費
、
営
業
費
以
外
の
項
目
、

事
業
報
酬
及
び
控
除
項
目
の
額
を
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
次
の
各
号
に
分
類
し
、
総
原
価
の

額
と
と
も
に
、
様
式
第
五
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
費

二

供
給
販
売
費



三

一
般
管
理
費

四

そ
の
他
費

２

中
小
事
業
者
（
需
要
家
数
（
直
近
の
事
業
年
度
末
の
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
取
付
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
万
戸
未
満
の

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
原
価
と
し
て
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
営
業
費
、
営
業
費
以
外
の
項
目
、
事
業
報
酬
及
び
控
除
項
目
の
額
を
、
次
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
算
定

方
法
に
よ
り
次
の
各
号
に
分
類
し
、
様
式
第
五
第
一
表
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

製
造
費

二

供
給
販
売
費
等

三

そ
の
他
費

３

営
業
費
の
額
は
、
営
業
費
の
項
目
ご
と
に
発
生
の
主
な
原
因
に
基
づ
き
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
簡
易
整
理

者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
総
原
価
を
整
理
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
分
類
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号

及
び
第
二
号
）
に
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

営
業
費
以
外
の
項
目
、
事
業
報
酬
及
び
控
除
項
目
の
額
は
、
第
一
項
第
四
号
（
簡
易
整
理
者
が
分
類
す
る
場
合
に
あ
っ
て



は
、
第
二
項
第
三
号
）
に
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

料
金
の
算
定

（
総
原
価
の
機
能
別
原
価
へ
の
配
分
）

第
九
条

事
業
者
は
、
総
原
価
を
前
条
第
一
項
各
号
（
簡
易
整
理
者
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
各
号
）
に
掲
げ
る
項
目
ご
と

に
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
配
分
方
法
及
び
別
表
第
三
に
掲
げ
る
配
分
基
準
に
基
づ
き
、
機
能
別
原
価
と
し
て
、
別
表
第
四
の

項
目
に
配
分
し
、
様
式
第
五
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
能
別
原
価
の
託
送
供
給
関
連
原
価
及
び
託
送
供
給
非
関
連
原
価
へ
の
配
分
）

第
十
条

事
業
者
（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
事
業
者
を
除
く
。
以
下
「
託
送
供
給
約
款
制
定
事
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
機
能
別
原
価
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

託
送
供
給
関
連
原
価

ホ
ル
ダ
ー
原
価
、
高
圧
導
管
原
価
、
中
圧
導
管
原
価
、
低
圧
導
管
原
価
、
供
給
管
原
価
、
メ
ー

タ
ー
原
価
、
検
針
原
価
（
検
針
票
投
函
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
、
内
管
保
安
原
価
及
び
託
送
供
給
特
定
原
価

二

託
送
供
給
非
関
連
原
価

従
量
原
価
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
受
入
原
価
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
貯
蔵
原
価
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
圧
送
・
気
化
・
熱
調
原
価
、

そ
の
他
工
場
原
価
、
検
針
原
価
（
検
針
票
投
函
に
係
る
費
用
に
限
る
。
）
、
集
金
原
価
、
巡
回
保
安
原
価
、
需
要
家
サ
ー



ビ
ス
原
価
、
業
務
用
関
連
原
価
、
大
口
・
卸
供
給
特
定
原
価
、
小
口
供
給
特
定
原
価

（
託
送
供
給
非
関
連
原
価
の
部
門
別
原
価
へ
の
配
分
）

第
十
一
条

託
送
供
給
約
款
制
定
事
業
者
は
、
託
送
供
給
非
関
連
原
価
を
別
表
第
四
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
別
表
第
五
に
掲

げ
る
配
分
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
配
分
基
準
の
算
定
の
諸
元
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
求
め

た
も
の
と
そ
の
合
計
値
と
の
比
と
し
て
算
定
し
た
配
分
比
を
用
い
て
、
部
門
別
原
価
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に

配
分
し
、
様
式
第
五
第
三
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

小
口
供
給
部
門
原
価

二

大
口
・
卸
供
給
部
門
原
価

（
託
送
供
給
約
款
制
定
事
業
者
以
外
の
事
業
者
に
係
る
機
能
別
原
価
の
部
門
別
原
価
へ
の
配
分
）

第
十
二
条

事
業
者
（
託
送
供
給
約
款
制
定
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
機
能
別
原
価
を
別
表
第
四
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
別

表
第
六
に
掲
げ
る
配
分
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
配
分
基
準
の
算
定
の
諸
元
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
求
め
た
も
の
と
そ
の
合
計
値
と
の
比
と
し
て
算
定
し
た
配
分
比
を
用
い
て
、
部
門
別
原
価
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
項
目
に
配
分
し
、
様
式
第
五
第
三
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

小
口
供
給
部
門
原
価

二

大
口
・
卸
供
給
部
門
原
価

（
小
口
供
給
部
門
原
価
の
規
制
需
要
料
金
原
価
及
び
非
規
制
需
要
料
金
原
価
へ
の
配
分
並
び
に
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算

定
）

第
十
三
条

事
業
者
は
、
第
十
一
条
又
は
前
条
に
よ
り
算
定
し
た
小
口
供
給
部
門
原
価
を
、
当
該
小
口
供
給
部
門
原
価
に
係
る

機
能
別
原
価
ご
と
に
、
別
表
第
七
に
掲
げ
る
配
分
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
配
分
基
準
の
算
定
の
諸
元
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
求
め
た
も
の
と
そ
の
合
計
値
と
の
比
と
し
て
算
定
し
た
配
分
比
を
用
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
項
目
に
配
分
し
、
様
式
第
五
第
四
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

規
制
需
要
料
金
原
価

二

非
規
制
需
要
料
金
原
価

２

託
送
供
給
約
款
制
定
事
業
者
は
、
規
制
需
要
に
応
ず
る
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
託
送
供
給
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
（

そ
の
ガ
ス
小
売
事
業
を
行
う
た
め
に
当
該
事
業
者
が
使
用
す
る
ガ
ス
（
規
制
需
要
に
応
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
託
送

供
給
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
含
み
、
特
別
関
係
導
管
事
業
者
（
事
業
の
譲
渡
し
又
は
分
割
に
よ
り
事
業
者
の
営
む



一
般
ガ
ス
導
管
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
制

需
要
に
応
ず
る
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
託
送
料
の
合
計
額
）
と
し
て
、
当
該
事
業
者
が
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請

を
し
た
託
送
供
給
約
款
又
は
当
該
事
業
者
若
し
く
は
特
別
関
係
導
管
事
業
者
が
同
項
の
認
可
を
受
け
た
託
送
供
給
約
款
（
同

条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
基
づ
き
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
制
需
要
料
金
原
価
に
配
分
さ
れ
た
額
と
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
計

し
た
額
を
、
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
整
理
し
、
様
式
第
五
第
五
表
（
前
条
に
規
定
す
る
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第

五
第
六
表
）
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
約
款
認
可
料
金
の
設
定
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
供
給
約
款
認
可
料
金
を
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
供
給
約
款
料
金
原
価
を
基
に
、
ガ
ス
の

使
用
者
の
使
用
実
態
に
応
じ
た
ガ
ス
の
販
売
量
そ
の
他
の
想
定
値
を
基
準
と
し
て
複
数
の
需
要
群
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご

と
に
基
本
料
金
（
ガ
ス
の
販
売
量
に
か
か
わ
ら
ず
支
払
い
を
受
け
る
べ
き
料
金
を
い
う
。
）
及
び
従
量
料
金
（
ガ
ス
の
販
売

量
に
応
じ
て
支
払
い
を
受
け
る
べ
き
料
金
を
い
う
。
）
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

事
業
者
は
、
供
給
約
款
認
可
料
金
を
、
供
給
約
款
料
金
原
価
と
原
価
算
定
期
間
中
の
供
給
約
款
に
係
る
ガ
ス
の
販
売
量
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
供
給
約
款
認
可
料
金
に
よ
る
収
入
額
（
以
下
「
料
金
収
入
」
と
い
う
。
）
が
一
致
す
る
よ
う
に
設
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
様
式
第
六
に
よ
り
供
給
約
款
料
金
原
価
と
料
金
収
入
の
比
較
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
料
費
の
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
五
条

事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
可
を
受
け
た
供
給
約
款
（
第
二
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
基
に
供
給
約
款
で

設
定
す
る
料
金
を
算
定
し
、
か
つ
、
改
正
法
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下｢

旧
法｣

と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
四
項
又

は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
で
設
定
し
た
料
金
（
以
下
こ
の
条
及
び

第
十
八
条
に
お
い
て
「
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
い
う
。
）
を
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
変

更
後
の
供
給
約
款
を
届
け
出
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
供
給
約
款
を
届
け
出
る
前
に
定
め
て
い
た
供
給
約
款

で
設
定
し
た
料
金
。
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
算
定
し
た
際
に
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
原
価
算



定
期
間
内
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
原
料
費
の
変
動
額
（
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
る
改
正
法
附
則
第
二
十

四
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
計
画
等

を
基
に
算
定
し
た
数
量
の
変
更
に
起
因
す
る
も
の
（
以
下
「
外
生
的
原
料
費
変
動
相
当
額
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
を
基

に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
動
額
供
給
約
款

料
金
原
価
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
事
業
者
は
、
外
生
的
原
料
費
変
動
相
当
額
を
、
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
伴
う
単
価
変
動
額
及
び
小
口
供
給

部
門
の
ガ
ス
販
売
量
（
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
の
算
定
時
に
お
け
る
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
原
価
（
現
行

供
給
約
款
認
可
料
金
を
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
総
括
原
価
方
式
に

よ
る
供
給
約
款
料
金
（
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
章
第
二
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定

時
に
お
け
る
供
給
約
款
料
金
原
価
）
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
ガ
ス
需
給
計
画
の
う
ち
小
口
供
給
分
に
係

る
数
値
を
い
う
。
）
を
基
に
算
定
し
、
様
式
第
七
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
事
業
者
は
、
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
外
生
的
原
料
費
変
動
相
当
額
を
、
特
定
変
動
機
能
別
原
価
と
し
て
、
従
量

原
価
に
直
課
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



４

第
一
項
の
事
業
者
は
、
前
項
の
特
定
変
動
機
能
別
原
価
を
、
特
定
変
動
小
口
供
給
部
門
原
価
と
し
て
、
小
口
供
給
部
門
原

価
に
直
課
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
事
業
者
は
、
前
項
の
特
定
変
動
小
口
供
給
部
門
原
価
を
、
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
の
算
定
時
に
お
け
る
総
括

原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
原
価
の
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
分
方
法
（
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
を
変
動

額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
の
算
定

時
に
お
け
る
供
給
約
款
料
金
原
価
の
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
分
方
法
）
に
基
づ
き
、
供
給
約
款
料
金
変
動
額
及

び
非
規
制
需
要
料
金
変
動
額
に
配
分
し
、
様
式
第
七
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
事
業
者
は
、
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
の
算
定
時
の
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原

価
に
前
項
の
供
給
約
款
料
金
変
動
額
を
加
え
た
額
を
、
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
整
理
し
、
様
式
第
七
第
三
表
に

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
託
送
供
給
費
用
相
当
額
の
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
六
条

事
業
者
は
、
託
送
料
金
算
定
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
託
送
供
給
約
款
の
認
可
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
、
改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
、
旧
法
第
十
七
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
約
款
で
設
定
し



た
料
金
（
以
下
「
現
行
供
給
約
款
料
金
」
と
い
う
。
）
を
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
規
制
需
要
に
応
ず
る
ガ
ス
の
供
給

に
係
る
託
送
供
給
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
四
条

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
変
動
額
を
基
に
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
る
算
定

方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
変
動
額
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
、
様
式
第
八
第
一
表
に

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
規
制
需
要
に
応
ず
る
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
託
送
供
給
に
要
す
る
費
用
に

相
当
す
る
額
の
合
計
額
を
、
事
業
者
が
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
託
送
供
給
約
款
（
同
条
第
六
項
若
し
く

は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
算
定
し
た
額

二

現
行
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
十
三
条
第
二
項
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額

３

第
一
項
の
事
業
者
は
、
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
特
別
変
動
額
を
、
供
給
約
款
料
金
変
動
額
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。



４

第
一
項
の
事
業
者
は
、
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
の
供
給
約
款
料
金
原
価
、
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
、
届
出
供

給
約
款
料
金
原
価
又
は
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
（
以
下
「
現
行
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
い
う
。
）
に
前
項
の
供

給
約
款
料
金
変
動
額
を
加
え
た
額
を
、
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
整
理
し
、
様
式
第
八
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
託
送
料
の
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
七
条

事
業
者
は
、
特
別
関
係
導
管
事
業
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
、
現
行
供
給
約
款
料
金
を
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

す
る
託
送
料
の
変
動
額
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

変
動
額
を
基
に
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
変
動
額
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
る
算
定

方
法
に
よ
り
整
理
し
た
変
動
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
殊
変
動
額
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
、
様
式
第
九
第
一
表
に

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
の
規
制
需
要
に
応
ず
る
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
託
送
料
の
合
計
額
を
、
特
別

関
係
導
管
事
業
者
が
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
託
送
供
給
約
款
（
同
条
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定



に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

の
も
の
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
算
定
し
た
額

二

現
行
供
給
約
款
で
設
定
し
た
料
金
を
算
定
し
た
際
に
第
十
三
条
第
二
項
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額

３

第
一
項
の
事
業
者
は
、
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
特
殊
変
動
額
を
、
供
給
約
款
料
金
変
動
額
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

第
一
項
の
事
業
者
は
、
現
行
供
給
約
款
料
金
原
価
に
前
項
の
供
給
約
款
料
金
変
動
額
を
加
え
た
額
を
、
変
動
額
供
給
約
款

料
金
原
価
と
し
て
整
理
し
、
様
式
第
九
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
約
款
変
動
額
認
可
料
金
の
設
定
）

第
十
八
条

第
十
四
条
の
規
定
は
、
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
中

「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
供
給
約
款
変
動
額
認
可
料
金
」
と
、
「
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
あ
る
の
は
「
変

動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
、
「
原
価
算
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
現
行
供
給
約
款
認
可
料
金
又
は
現
行
供
給
約
款
料
金

の
算
定
時
に
お
け
る
原
価
算
定
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

届
出
料
金
の
算
定



第
一
節

供
給
約
款
届
出
料
金
の
算
定

（
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
十
九
条

旧
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
で
設
定
す
る
料
金
（
以
下
「
供
給
約
款
届

出
料
金
」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま

で
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い
て
「
届
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
原
資
算
定
期
間
と
し
て
、
当
該
届
出
事
業
者
の
事
業
年

度
の
開
始
の
日
又
は
そ
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
を
始
期
と
す
る
一
年
を
単
位
と
す
る
一
年
以
上
の
期
間
を
定
め
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ
り
、
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
上
限
値
方
式

二

総
括
原
価
方
式

（
届
出
上
限
値
方
式
に
よ
る
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
二
十
条

届
出
上
限
値
方
式
に
よ
り
供
給
約
款
届
出
料
金
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
届
出
事
業
者
は
、
効
率
化
成
果
等
（
届
出

事
業
者
が
原
資
算
定
期
間
に
お
け
る
経
営
の
効
率
化
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
費
用
の
削
減
額
を
見
積
も
っ

た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
小
口
供
給
部
門
の
料
金
引
下
げ
原
資
（
供
給
約
款
又
は
非
規
制
需
要
に
係
る
供
給
条
件



に
よ
り
設
定
す
る
料
金
の
引
下
げ
の
た
め
の
原
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
財
務
体
質
強
化
原
資
（
届
出
事
業
者
の
財
務

体
質
を
強
化
す
る
た
め
の
原
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
配
分
の

比
率
は
当
該
届
出
事
業
者
の
経
営
判
断
に
基
づ
き
任
意
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
届
出
事
業
者
は
、
同
項
の
小
口
供
給
部
門
の
料
金
引
下
げ
原
資
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
配
分
方
法
に

よ
り
、
供
給
約
款
料
金
引
下
げ
原
資
（
供
給
約
款
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
原
資
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
と
非
規
制
需
要
料
金
引
下
げ
原
資
（
非
規
制
需
要
に
係
る
供
給
条
件
に
よ
り
設
定
す
る
料
金
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
原

資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
供
給
約
款
料
金
引
下
げ
原
資
と
非
規

制
需
要
料
金
引
下
げ
原
資
の
い
ず
れ
か
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
こ
れ
を
い
ず
れ
か
に
特
定
し
て
配
分
す
る
も

の
と
す
る
。

一

原
資
算
定
期
間
に
お
け
る
供
給
約
款
及
び
非
規
制
需
要
に
係
る
供
給
条
件
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
前
料
金
収
入
額
（
変
更

前
の
供
給
約
款
又
は
非
規
制
需
要
に
係
る
供
給
条
件
に
よ
り
設
定
さ
れ
て
い
る
料
金
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
料
金
収
入
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
比
率
に
よ
る
配
分

二

原
資
算
定
期
間
に
お
け
る
供
給
約
款
及
び
非
規
制
需
要
に
係
る
供
給
条
件
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
ス
の
販
売
量
の
需
要
想
定



の
比
率
に
よ
る
配
分

三

前
各
号
に
掲
げ
る
配
分
の
方
法
に
類
す
る
方
法
で
あ
っ
て
届
出
事
業
者
の
事
業
活
動
の
実
情
に
応
じ
た
合
理
的
か
つ
適

切
な
方
法
に
よ
る
配
分

３

第
一
項
の
届
出
事
業
者
は
、
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
、
供
給
約
款
の
変
更
前
料
金
収
入
額
か
ら
供
給
約
款
料
金

引
下
げ
原
資
を
差
し
引
い
た
額
を
算
定
し
、
様
式
第
十
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
二
十
一
条

総
括
原
価
方
式
に
よ
り
供
給
約
款
届
出
料
金
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
届
出
事
業
者
は
、
原
資
算
定
期
間
に
お
い

て
ガ
ス
事
業
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
原
価
に
利
潤
を
加
え
て
得
た
額
（
以
下
「
届
出
総
原
価

」
と
い
う
。
）
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
総
原
価
を
算
定
し
よ
う
と

す
る
届
出
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項

前
項
の
総
原
価

第
二
十
一
条
第
一
項
の
届
出
総
原
価



第
三
条
第
一
項

原
価
算
定
期
間

原
資
算
定
期
間

第
四
条
及
び
第
五
条

様
式
第
二
第
一
表
及
び
第
二
表

様
式
第
二
第
一
表

第
六
条
第
一
項

乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額
及
び
届
出
事
業
者
が
効
率

化
成
果
等
を
財
務
体
質
強
化
原
資
に
配
分

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
額

様
式
第
三
第
一
表
及
び
第
二
表

様
式
第
三
第
一
表

第
六
条
第
三
項

値
と
す
る
。

値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表

中
、
他
人
資
本
報
酬
率
の
算
定
に
つ
い
て

は
、
届
出
事
業
者
の
事
業
活
動
の
実
情
を

踏
ま
え
適
正
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
に
お

い
て
、
当
該
届
出
事
業
者
の
用
い
る
平
均

有
利
子
負
債
利
子
率
に
代
え
て
、
当
該
届



出
事
業
者
の
実
績
有
利
子
負
債
利
子
率
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

第
七
条

様
式
第
四
第
一
表
及
び
第
二
表

様
式
第
四
第
一
表

第
八
条
及
び
第
九
条

総
原
価

届
出
総
原
価

第
十
三
条

供
給
約
款
料
金
原
価

届
出
供
給
約
款
料
金
原
価

３

第
一
項
の
届
出
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
額
並
び
に
供
給
約
款
の
変
更
前

料
金
収
入
額
及
び
供
給
約
款
料
金
引
下
げ
原
資
の
額
を
算
定
し
、
様
式
第
十
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
約
款
届
出
料
金
の
設
定
）

第
二
十
二
条

第
十
四
条
の
規
定
は
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
届
出
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
四
条
中
「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
供
給
約
款
届
出
料
金
」
と
、
「
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
あ
る

の
は
「
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
、
「
原
価
算
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
算
定
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
二
節

供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
の
算
定



（
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
）

第
二
十
三
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
現
行
供
給
約
款
料
金
を
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
原
料
費
の

変
動
額
（
石
油
石
炭
税
の
税
率
の
変
動
そ
の
他
の
石
油
石
炭
税
に
関
す
る
制
度
の
改
正
に
起
因
す
る
変
動
額
（
以
下
「
石
油

石
炭
税
変
動
相
当
額
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
基
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま

で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
基
に
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ

り
算
定
し
、
様
式
第
十
一
第
一
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

石
油
石
炭
税
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
石
油
石
炭
税
を
納
め
る
義
務
を
負
う
原

料
又
は
製
品
に
係
る
も
の
は
、
同
法
第
九
条
に
規
定
す
る
税
率
の
変
動
に
伴
う
単
価
変
動
額
及
び
小
口
供
給
部
門
の
ガ
ス

販
売
量
（
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に
お
け
る
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
届
出
供
給
約
款
料

金
原
価
（
現
行
供
給
約
款
料
金
を
届
出
上
限
値
方
式
に
よ
る
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金

原
価
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に
お
け
る
供
給
約



款
料
金
原
価
又
は
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
）
に
係
る
第
三
条
（
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
ガ
ス
需
給
計
画
の
う
ち
小
口
供
給
分
に
係
る
数
値
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
基
に
算
定
す
る
こ
と
。

二

石
油
石
炭
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
者
等
か
ら
購
入
す
る
原
料
又
は
製
品
に
係
る
も
の
は
、
同
法
第
九
条

に
規
定
す
る
税
率
の
変
動
に
伴
う
当
該
購
入
契
約
に
係
る
石
油
石
炭
税
の
単
価
変
動
額
及
び
小
口
供
給
部
門
の
ガ
ス
販
売

量
を
基
に
算
定
す
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
項
に
よ
り
算
定
し
た
石
油
石
炭
税
変
動
相
当
額
を
、
変
動
機
能

別
原
価
と
し
て
、
従
量
原
価
に
直
課
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
項
の
変
動
機
能
別
原
価
を
、
変
動
小
口
供
給
部
門
原
価
と
し
て
、

小
口
供
給
部
門
原
価
に
直
課
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
項
の
変
動
小
口
供
給
部
門
原
価
を
、
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算

定
時
に
お
け
る
総
括
原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
第
十
三
条
第
一
項
（
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
配
分
方
法
（
現
行
供
給
約
款
料
金
を
届
出
上
限
値
方
式



に
よ
る
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
総

括
原
価
方
式
に
よ
る
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に
お
け
る
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
第
十
三
条

第
一
項
（
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
配
分
方
法
）
に
基
づ
き
、
届
出
供
給

約
款
料
金
変
動
額
及
び
届
出
非
規
制
需
要
料
金
変
動
額
に
配
分
し
、
様
式
第
十
一
第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
現
行
供
給
約
款
料
金
原
価
に
前
項
の
届
出
供
給
約
款
料
金
変
動
額

を
加
え
た
額
を
、
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
と
し
て
整
理
し
、
様
式
第
十
一
第
三
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
の
設
定
）

第
二
十
四
条

第
十
四
条
の
規
定
は
、
前
条
の
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
中
「
供
給
約
款
認
可
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
」
と
、
「
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
あ
る
の

は
「
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
、
「
原
価
算
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
現
行
供
給
約
款
料
金
の
算
定
時
に
お
け

る
原
価
算
定
期
間
若
し
く
は
原
資
算
定
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

原
料
費
調
整
制
度

第
二
十
五
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
ガ
ス
小
売
事
業
の
用
に
供
す
る
原
料
（
以
下
単
に
「
原
料
」
と
い



う
。
）
の
価
格
（
以
下
「
原
料
価
格
」
と
い
う
。
）
の
変
動
が
頻
繁
に
発
生
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
原
料
価
格

の
変
動
に
応
じ
て
一
月
ご
と
に
、
当
該
期
間
の
開
始
日
に
、
次
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
供
給
約
款
料
金
（
供
給
約

款
認
可
料
金
、
供
給
約
款
変
動
額
認
可
料
金
、
供
給
約
款
届
出
料
金
又
は
供
給
約
款
変
動
額
届
出
料
金
を
い
う
。
以
下
こ
の

章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
増
額
又
は
減
額
（
以
下
「
調
整
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
係
る
規
定
を
供
給
約
款

に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

料
金
の
調
整
は
、
基
準
単
位
料
金
（
供
給
約
款
料
金
の
従
量
料
金
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
基
準
平
均
原
料
価
格
と
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
実
績
平
均
原
料
価
格
と
の
差
額
（
実
績
平
均
原
料
価

格
が
基
準
平
均
原
料
価
格
に
一
・
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
準
平
均
原
料
価
格
に
〇
・
六
を
乗

じ
て
得
た
額
）
に
別
表
第
八
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
原
料
価
格
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
ガ
ス
料
金
へ
の

換
算
係
数
を
百
で
除
し
て
得
た
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

基
準
平
均
原
料
価
格
は
、
原
料
費
を
算
定
す
る
た
め
に
用
い
る
期
間
に
お
け
る
原
料
の
円
建
て
貿
易
統
計
価
格
（
関
税
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
統
計
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
価
格
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
原
料
の
購
入
価
格
の
実
績
値
の
変
動
と
当
該
貿
易
統
計
価
格
の
変
動
と



の
間
に
著
し
い
乖
離
が
生
じ
て
お
り
、
か
つ
当
該
原
料
の
購
入
に
係
る
契
約
の
内
容
の
変
更
が
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の

事
情
に
よ
り
当
該
乖
離
を
縮
小
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
実
績
値
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
均
値
に
、

数
量
構
成
比
（
原
価
算
定
期
間
又
は
原
資
算
定
期
間
（
以
下
「
原
価
算
定
期
間
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
料
の
数
量
の

総
和
に
原
料
ご
と
の
数
量
が
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
最
も
大
き
い
原
料
の
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た

り
の
発
熱
量
（
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
原
料
ご
と
の
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
発
熱
量
で

そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
（
以
下
「
熱
量
換
算
係
数
」
と
い
う
。
）
に
原
料
ご
と
の
数
量
構
成
比
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
算
定

し
た
値
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
届
出
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、

基
準
平
均
原
料
価
格
を
算
定
す
る
た
め
に
用
い
る
期
間
に
お
け
る
原
料
の
円
建
て
貿
易
統
計
価
格
の
平
均
値
に
、
そ
の
変
更

し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
に
お
い
て
現
に
用
い
て
い
る
熱
量
換
算
係
数
及
び
数
量
構
成
比
を
乗
じ
て
得
た
値
の
合
計
額
を
当

該
届
出
事
業
者
の
基
準
平
均
原
料
価
格
の
額
と
す
る
（
そ
の
算
定
し
よ
う
と
す
る
供
給
約
款
届
出
料
金
に
係
る
原
資
算
定
期

間
に
お
け
る
熱
量
換
算
係
数
及
び
数
量
構
成
比
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
。

４

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
平
均
原
料
価
格
を
様
式
第
十
二
に
整
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。



５

実
績
平
均
原
料
価
格
は
、
調
整
を
行
う
月
の
五
月
前
か
ら
三
月
前
の
期
間
に
お
け
る
原
料
の
円
建
て
貿
易
統
計
価
格
の
平

均
値
に
熱
量
換
算
係
数
及
び
数
量
構
成
比
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

６

第
三
項
括
弧
書
に
規
定
す
る
実
績
値
を
用
い
て
基
準
平
均
原
料
価
格
を
算
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
実
績
平
均
原
料
価
格
が
各
原
料
の
購
入
単
価
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
変
動
が
著
し

く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ス
の
使
用
者
の
保
護
の
観
点
を
踏
ま
え
、
調
整
を
行
う

月
の
一
年
二
月
前
か
ら
三
月
前
の
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
調
整
を
行
う
月
の
三
月
前
を
含
み
、
か
つ
、
三
月
を
下
回
ら
な

い
一
月
を
単
位
と
し
た
連
続
す
る
相
当
の
期
間
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
料
の
購
入
価
格
の
実
績
値

の
平
均
値
に
熱
量
換
算
係
数
及
び
数
量
構
成
比
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
実
績
平
均
原
料
価
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
実
績
平
均
原
料
価
格
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業

者
は
、
特
定
期
間
を
供
給
約
款
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
第
六
項
の
規
定
を
適
用
し
、
若
し
く
は
適
用
を
終
了
す
る
場
合
又
は
特
定
期

間
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
伴
う
供
給
約
款
の
変
更
の
前
後
に
お
い
て
、
実
績
平
均
原
料
価
格
の
算
定
方
法
の
差

異
に
よ
る
算
定
上
の
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
、
必
要
な
調
整
措
置
を
行
う
こ
と
に
係
る
規
定
を
供
給
約
款
に
定
め
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
地
域
別
料
金
）

第
二
十
六
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
当
該
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
第
五
号
旧
ガ

ス
事
業
法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
供
給
区
域
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
供
給
区
域
」
と
い
う
。
）
が
複

数
の
地
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
原
料
種
、
供
給
す
る
方
法
が
著
し
く
異
な
る
場
合
そ
の
他
供
給
約
款
料
金
を

供
給
区
域
ご
と
に
定
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
供
給
約
款
料
金
を
供
給
区
域
の
地
域
別
に

定
め
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
原
価
、
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
、
届
出
総
原
価
又
は

変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
及
び
配
分
は
供
給
区
域
の
地
域
別
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
総
原
価
、
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
、
届
出
総
原
価
又
は
変
動
額
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
の
算
定
、
配
分
及

び
料
金
の
設
定
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
算
定
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
算
定
方
法
で
あ
っ
て
旧
一
般
ガ

ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
事
業
活
動
の
実
情
に
応
じ
た
適
正
か
つ
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



（
事
業
の
譲
渡
等
）

第
二
十
七
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡
等
の
場
合
に
お
け
る
事
業
譲
渡
等

の
後
の
供
給
約
款
料
金
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
料
金
算
定
へ
の
影
響
が
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

第
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
規
定
す
る
譲
受
け
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業

者
の
供
給
約
款
料
金
を
も
っ
て
譲
受
け
等
後
の
供
給
約
款
料
金
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
一
般
ガ

ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
平
均
単
価
そ
の
他
の
事
項
を
様
式
第
十
三
第
一
表
及
び

第
二
表
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡
等
の
場
合
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

旧
法
第
十
条
の
認
可
を
受
け
た
事
業
の
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
並
び
に
法
人
の
合
併
及
び
分
割
で
あ
っ
て
、
譲
渡
し
を
す

る
又
は
合
併
若
し
く
は
分
割
を
さ
れ
る
（
以
下
「
譲
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
直

近
の
事
業
年
度
末
の
需
要
家
数
が
、
譲
受
け
を
す
る
又
は
合
併
若
し
く
は
分
割
を
す
る
（
以
下
「
譲
受
け
等
」
と
い
う
。

）
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
直
近
の
事
業
年
度
末
の
需
要
家
数
の
二
十
分
の
一
以
下
の
場
合

二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
供
給
区
域
の
あ
る
地
域
別
に
複
数
の
供
給
約
款



料
金
を
設
定
し
て
い
る
と
き
の
、
供
給
約
款
が
適
用
さ
れ
る
供
給
区
域
を
異
な
る
供
給
約
款
が
適
用
さ
れ
る
供
給
区
域
へ

併
合
す
る
変
更
で
あ
っ
て
、
前
号
に
準
じ
る
場
合
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
譲
渡
し
等
」
と
あ
る
の
は
「
併

合
さ
れ
る
」
と
、
「
譲
受
け
等
」
と
あ
る
の
は
「
併
合
す
る
」
と
、
「
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
供
給
区
域
に
お
け
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
料
金
算
定
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
な
と
き
と
は
、
譲
受
け
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者

の
既
に
改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
又
は
旧
法
第
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
の
届
出
を
行
っ

た
供
給
約
款
料
金
の
供
給
約
款
料
金
原
価
又
は
変
動
額
供
給
約
款
料
金
原
価
、
届
出
供
給
約
款
料
金
原
価
及
び
変
動
額
届
出

供
給
約
款
料
金
原
価
（
以
下
「
直
近
改
定
時
供
給
約
款
料
金
原
価
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
直
近
改
定
時
供
給
約
款
料
金
原

価
の
算
定
に
用
い
た
ガ
ス
販
売
量
の
需
要
想
定
（
以
下
「
直
近
改
定
時
供
給
約
款
ガ
ス
販
売
量
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
算

定
し
た
平
均
単
価
と
、
譲
渡
し
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
及
び
譲
受
け
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事

業
者
の
直
近
改
定
時
供
給
約
款
料
金
原
価
の
和
を
直
近
改
定
時
供
給
約
款
ガ
ス
販
売
量
の
和
で
除
し
た
値
と
の
差
が
、
一
パ

ー
セ
ン
ト
以
内
の
と
き
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
し
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
ガ
ス
販
売
量

は
、
譲
受
け
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
ガ
ス
の
熱
量
が
譲
渡
し
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者



の
ガ
ス
の
熱
量
と
異
な
る
と
き
は
、
譲
受
け
等
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
ガ
ス
の
熱
量
で
換
算
し
た
ガ
ス
販

売
量
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
定
め
る
算
定
方
法
）

第
二
十
八
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
当
該
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
事
業
実
施
に
係
る

特
別
な
状
況
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
状
況
を
勘
案
せ
ず
に
供
給
約
款
料
金
を
算
定
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
二
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
と
は
異
な
る
算
定
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
当
該
算
定
方
法
を
、
様
式
第
十
四
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



別表第１（第４条、第５条、第６条、第７条関係）

第１表

（１）　営業費

原材料費 　原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする

　原料費 適正な単価を乗じたものから、使用ガス費を除いたもの。

　加熱燃料費

　補助材料費

労務費 　原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを

　役員給与 考慮した適正な額とする。

　給料

　雑給

　賞与手当

　法定福利費

　厚生福利費

　退職手当

修繕費 　以下により算定するものとする。

Ａ．基準修繕費（ガスメーター修繕費を除く。）

製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式に

　　より算定するものとする。

原価算定期首帳簿原価×

原価算定直前２年間の経常修繕費の合計額

原価算定直前２年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額

12

事業年度月数

経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない

　　場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行うとき

　　は、適正な額を加算することができるものとする。

なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたもの

　　であって、工事負担金圧縮後のものとする。

Ｂ．ガスメーター修繕費

原価算定期間中のガスメーター取替計画、修繕計画等に対応した

　　数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。

租税課金（法人税及び Ａ．固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定

地方法人税並びに住民税 　　した適正な額とする。

のうち法人税割を除く。） Ｂ．報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され

　　又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。

総原価の分類及び算定方法（営業費等）

項　　目 算　定　方　法

×



減価償却費

需給調整費

バイオガス調達費

需要調査・開拓費

事業者間精算費

その他の諸経費（上記以 　原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。

外の営業費をいう。）

関連費の振替

(注）　各項目の算定に当たり原価算定期間が２年以上の期間である場合にあっては、各年度（原価

算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から６月を経過する日とした場合にあって

は、その日から１年を単位とする各年）ごとに算定した額の合計額とする（この表において同

じ。）。

（※１）原価算定期間における１時間当たりの必要調整力（m
3
/h）として算定した適正な見積量

（※２）調整力コストを原価算定期間の必要調整力の合計で除した値

（※３）原価算定期間における１時間当たりの振替供給能力（m
3
/h）として算定した適正な見積能力

　ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正に算定した
額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コストを合計して得た額を減
じた適正な見積額とする。

Ａ．需要調査費
　原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。
Ｂ．需要開拓費
　当該事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該事業者が過
去５年以内（一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導
管にあっては、過去15年以内）に敷設した既存導管の周辺地域における年
間開発ガス量（増分需要）を想定し、託送料金収入額増加額の５年分の１
／２として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。

　当該事業者の直前に連結託送供給（一般ガス導管事業者又は特定ガス導
管事業者（以下この（１）において「導管事業者」という。）が一の需要
場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該
一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下こ
の（１）において同じ。）を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定
する事業者間精算料金表（連結託送供給に係る費用を導管事業者間で精算
するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表
において同じ。）及び当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量（連
結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表におい
て同じ。）等を基に計算した金額の合計額とする。

　建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費
用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費か
ら控除するものとする。

　原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増
加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用し
ている減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、
耐用年数及び残存価額は、法人税法（昭和40年法律第34号）の定めるとこ
ろによるものとする。ただし、新規に一般ガス導管事業者間の供給区域を
連結する導管又は特定導管（施行規則第一条第二項第八号ニに該当するも
のを除く。この表及び第２表において同じ。）を敷設する場合であって、
当該導管の耐用年数を30年とした定率法及び定額法により算定した額が上
記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、この方法によ
り算定した額とすることができる。

Ａ．調整力コスト
　原価算定期間中における調整力の確保に要する費用（事業報酬相当額及
び法人税等相当額を含む。）と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考
慮した必要調整力（※１）により算定した適正な見積額とする。
Ｂ．振替供給コスト
　原価算定期間中における調整力単価（※２）と、直近実績と原価算定期
間中の変動とを考慮した振替供給能力（※３）により算定した適正な見積
額とする。



（２）　営業費以外の項目

営業外費用 Ａ．株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式

　の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。

Ｂ．雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。

法人税及び地方法人税

並びに住民税（法人税割

に限る。）

第２表

レートベース 　様式第１第２表の設備投資計画等により算定した以下のＡからＣまで

の額の合計額とする。

Ａ．固定資産投資額

　　原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均

　とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産

　の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算した

　額から、それぞれについて別表第１第１表に定める算定方法により算定

　した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。

　　ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去

　債務相当資産並びに休止設備及びガスの販売計画に比し過大な余裕設備

　は原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除

　くものとする。

Ｂ．運転資本

　　以下のａ及びｂの額の合計額とする。

　ａ．営業費等

　　　原価算定期間中の営業費等から減価償却費（資産除去債務相当資

　　産に係るものを除く。）、固定資産除却損、退職給付引当金等引当

　　金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分

　ｂ．製品（ガス）、原材料及び貯蔵品

　　ア．製品

　　イ．原材料

（原材料の種類別に計算するものとする。）

　　ウ．貯蔵品（原材料を除く。）

Ｃ．繰延資産の残高

　　原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の

　平均とする。

事業報酬率 　次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35：65で

加重平均した率とする。

原価算定直前２年間の
各月残額の平均額

×
原価算定期間中の消費額

原価算定直前２年間の年平均消費額

原価算定直前２年間の
各月残額の平均額

×
原価算定期間中の月末平均需要家数

原価算定直前２年間の年平均需要家数

原価算定直前２年間の
各月残額の平均額

×
原価算定期間中の売上高

原価算定直前２年間の年平均売上高

項　　目 算　定　方　法

　法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た
配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合に
おいて、税率は法人税法に定めるところによるものとする。
　地方法人税は地方法人税法（平成26年法律第11号）に、住民税は地方税
法（昭和25年法律第226号）に定めるところによるものとする。

総原価の分類及び算定方法（事業報酬）

項　　目 算　定　方　法



Ａ．自己資本報酬率

　　自己資本報酬率＝

　　　（１－β）×公社債利回り実績値＋β×全産業自己資本利益率

ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が１％上昇する

ときのガス事業の株式の平均上昇率

ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散

株式市場の収益率の分散
Ｂ．他人資本報酬率

(注）１．レートベースの算定に当たり原価算定期間が２年以上の期間である場合にあっては、各年度

　（原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から６月を経過する日とした場合に

　あっては、その日から１年を単位とする各年）ごとに算定した額の合計額とする。

２．一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又は特定導管を新設する旧一般ガスみなしガス

　小売事業者は、当該導管に係る事業報酬率を、この表に掲げる事業報酬率の1.4倍とすることが

　できる。

第３表

営業雑益（器具販売益、

ガスメーター賃貸料等）

関係事業者間取引収益

雑収入（賃貸料、遅収加算

金収入等）

事業者間精算収益

(注）　各項目の算定にあたり原価算定期間が２年以上の期間である場合にあっては、各年度（原価

算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から６月を経過する日とした場合にあって

は、その日から１年を単位とする各年）ごとに算定した額の合計額とする。

　器具販売益、ガスメーター賃貸料等の営業雑益は、実状に応じた適正な
見積額とする。

　関係事業者間取引収益（需給調整費、バイオガス調達費及び需要調査・
開拓費としてそれぞれ算定された額のうち、事業者の導管部門（託送供給
等関連業務に関する部門をいう。）以外の部門が導管部門から得る収入に
相当する額（特別関係導管事業者がいる場合にあっては、事業者が特別関
係導管事業者から得る収入額）をいう。以下同じ。）は、実状に応じた適
正な見積額とする。

　それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。
　賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るもの
とする。

　当該事業者が託送料金算定規則に基づき設定する事業者間精算料金表に
実績値及び供給計画等を基に算定した当該事業者の想定連結託送供給ガス
量等を基に計算した金額とする。

　旧一般ガスみなしガス小売事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績
率に相当する率（以下「全産業自己資本利益率」という。）を上限とし、
国債、地方債等公社債の利回りの実績値（以下「公社債利回り実績値」と
いう。）を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の旧一般
ガスみなしガス小売事業者の経営状況を判断するに適当な年限の平均（全
産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り
実績値）

β値：

β値＝

　需要家数30万戸以上の事業者にあっては、需要家数150万戸以上の事業
者の直近１年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額
に係る実績利子率を加重平均した値（以下「平均実績有利子負債利子
率」という。）（この場合において、当該事業者の有利子負債の中に転
換社債等が含まれているときは、この利子率を当該事業者に適用される
普通社債の利子率に置き換えることとする。）、需要家数30万戸未満の
事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付によ
る格差により補正した値とする。
　この場合において、事業者の経営状況を反映するための年限、全産業
自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負
債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差
により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。

総原価の分類及び算定方法（控除項目）

項　　目 算　定　方　法



別表第２（第９条関係）

製造費の機能別原価への配分方法

(1)　大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに

   直課する。

(2)　上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り

   当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分

   （帰属）するものとする。

(3)　製造部門全般に係る管理費用的なもの（以下「製造部門管理費」という。）については、その額を

   それぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分（配賦）するもの

   とする。

供給販売費の機能別原価への配分方法

(1)　大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに

   直課する。

(2)　上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り

   当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分

   （帰属）するものとする。

(3)　供給販売部門全般に係る管理費用的なもの（以下「供給販売部門管理費」という。）については、

   その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分（配賦）

   するものとする。

一般管理費の機能別原価への配分方法

(1)　業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは

   当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、

   当該配分基準により、各機能別原価に配分（帰属）するものとする。

(2)　客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分

   （配賦）するものとする。

(3)　各事業者の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。

その他費の機能別原価への配分方法

(1)　機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、

   客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分（帰属）

   するものとする。

(2)　客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって各機能別原価に配分

   （配賦）するものとする。 



別表第３（第９条関係）

第１表

製造ガス量比※

電力使用量比（設備等の料金等）

水道料

水道使用量比（設備等の料金等）

使用ガス費

ガス使用量比

消耗品費

　設備関連 固定資産金額比

　その他 人員比（事務用品等）

製造ガス量比（作業用品等）

運賃

旅費交通費

通信費

固定資産金額比

内容に応じて直課 人員比

租税課金 内容に応じて直課

　設備関連 固定資産金額比（固定資産税・都市計画税等）

　その他 人員比（自動車税等）

製造ガス量比

試験研究費 内容に応じて直課 人員比

教育費 内容に応じて直課 人員比

たな卸減耗費 機能別項目に直課

固定資産除却費 内容に応じて直課 人員比（器具備品等の少額資産等）

固定資産金額比

雑費 内容に応じて直課 人員比（会議費・諸会費等）

製造ガス量比

固定資産金額比（借地料等）

委託作業費

保険料 内容に応じて直課 人員比（自動車関連等）

賃借料 内容に応じて直課 人員比(車両リース料等）

内容に応じて直課

内容に応じて直課 人員比

内容に応じて直課 人員比

内容に応じて直課 人員比

内容に応じて直課 人員比（事務所等の料金等）

内容に応じて直課 人員比（事務所等の料金等）

内容に応じて直課 人員比

退職手当 人員比

諸

経

費

修繕費 内容に応じて直課 人員比（器具備品等の少額資産等）
固定資産金額比

電力料

人員比

法定福利費 人員比

厚生福利費 人員比

労
務
費

給　料 人員比

雑　給 人員比

賞与手当

原
材
料
費

原料費 従量原価に直課

加熱燃料費 従量原価に直課

補助材料費 内容に応じて直課

製造費の機能別原価への配分基準表

項　　目 直　　課 帰属（括弧内は例示） 配　　賦



減価償却費 内容に応じて直課 人員比（器具備品等の少額資産等）

固定資産金額比

※　「製造ガス量比」は、ＬＮＧ工場とＳＮＧ工場等が併設されている場合において、それぞれの

　工場の原価に配分する基準。

第２表

水道料

使用ガス費

消耗品費

　導管関連 導管延長比

　車両関連 人員比（共用自動車が多い事業者等）

車両台数比（共用自動車が少ない事業者等）

　その他 人員比（印刷・事務用品等）

固定資産金額比

運賃

旅費交通費

通信費

　導管関連 導管延長比、ガバナ基数比

　車両関連 人員比（共用自動車が多い事業者等）

車両台数比（共用自動車が少ない事業者等）

　その他 人員比（事務用品リース料等）

内容に応じて直課

　導管関連 導管延長比

　その他 人員比（警備料等）

固定資産金額比

租税課金 内容に応じて直課

　設備関連 導管延長比（道路占用料等）

固定資産金額比（固定資産税・都市計画税等）

　その他 人員比（自動車税等）

委託作業費

諸

経

費

賃借料 内容に応じて直課

固定資産金額比

内容に応じて直課 人員比

保険料 人員比

内容に応じて直課

人員比

導管延長比（導管資材等）

人員比

人員比

人員比

人員比

退職手当 人員比

修繕費 内容に応じて直課 人員比（器具備品等の少額資産等）
固定資産金額比

電力料

法定福利費 人員比

厚生福利費 人員比

労
務
費

給　料 人員比

雑　給 内容に応じて直課 人員比

賞与手当

製造部門管理費
機能別原価金額
比

供給販売費の機能別原価への配分基準表

項　　目 直　　課 帰属（括弧内は例示） 配　　賦

人員比



試験研究費 内容に応じて直課 導管延長比（導管関連等）

固定資産金額比（導管関連以外等）

教育費 人員比

需要開発費 内容に応じて直課 人員比

たな卸減耗費 機能別項目に直課

固定資産除却費 内容に応じて直課 固定資産金額比

貸倒償却 集金原価に直課

雑費 内容に応じて直課 人員比（会議費・諸会費等）

導管延長比

需給調整費

バイオガス調達費

需要調査・開拓費

事業者間精算費

減価償却費 内容に応じて直課 人員比（器具備品等の少額資産等）

固定資産金額比

第３表

一般管理費の機能別原価への配分基準表

経営管理関連 機能別原価金額比

社内監査関連 人員比

基礎的研究関連 内容に応じて直課

環境政策関連 機能別原価金額比

国際業務関連 機能別原価金額比

総務・庶務関連 人員比

土地建物関連 固定資産金額比

法務関連 人員比

広告・宣伝関連 内容に応じて直課

人事関連 人員比

経理関連 レートベース比

（うち、事業税） （機能別原価金額比）

資材関連 投資金額比

原料調達関連 内容に応じて直課

システム関連 内容に応じて直課

役員給与
給料
雑給
賞与手当
法定福利費
厚生福利費
退職手当
修繕費
電力料
水道料
使用ガス費
消耗品費
運賃
旅費交通費
通信費
保険料
賃借料
委託作業費
租税課金
試験研究費
教育費
固定資産除却費
雑費
減価償却費

供給販売部門管理費
機能別原価金額
比

項　　　　　　目 コストプール 直　　　課 帰　　　　属 配　　　賦

託送供給特定原価
に直課

託送供給特定原価
に直課

託送供給特定原価
に直課

託送供給特定原価
に直課



第４表

需給調整費に係るもの

従量原価より控除

需要調査費に係るもの

需要開拓費に係るもの

事業者間精算収益
託送供給特定原価より
控除

関
係
事
業
者
間
取
引
収
益

ＬＮＧ受入原価、ＬＮＧ
貯蔵原価、ＬＮＧ圧送・
気化・熱調原価及びその
他工場原価の合計額に占
める各機能別原価金額比
により、これらの各機能
別原価より控除

バイオガス調達費に係
るもの

需要家サービス原価よ
り控除

内容に応じて、大口・
卸供給特定原価又は小
口供給特定原価より控
除

雑収入 内容に応じて控除 レートベース比により
控除

機能別原価金額比により
控除

法人税・地方法人税・住民税 レートベース比

営業雑益 内容に応じて控除 レートベース比により
控除

機能別原価金額比により
控除

営業外費用 内容に応じて直課 レートベース比 機能別原価金額比

事業報酬額 レートベース比

その他費の機能別原価への配分基準表

項　　　　目 直　　　　課 帰　　　　属 配　　　　賦



別表第４（第９条、第11条、第12条関係）

中圧導管原価 中圧導管の建設・維持・保全に関する費用
中圧Ａ導管原価と中圧Ｂ導管原価に
区分するときは
　中圧Ａ導管原価 導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の

建設・維持・保全に関する費用
　中圧Ｂ導管原価 導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の

建設・維持・保全に関する費用

大口・卸供給特定原価 大口・卸供給部門に特定される費用

巡回保安原価 需要家の保安（消費機器に係る保安に限る。）に係る費用

需要家サービス原価 広報・広聴等需要家向けサービスに係る費用

業務用関連原価 業務用需要の開発に係る費用

検針原価（検針票投函に係る費用に限
る。）

ガスの使用者に対する検針票投函に係る費用

集金原価 ガス料金の調定・料金収納に係る費用

内管保安原価 需要家の保安（消費機器に係る保安を除く。）に係る費用（※）

供給管原価 供給管の建設・維持・保全に関する費用

メーター原価 ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用

検針原価（検針票投函に係る費用を除
く。）

ガスメーターの検針に係る費用（検針票投函に係る費用を除
く。）（※）

ホルダー原価 ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用

高圧導管原価 高圧導管の建設・維持・保全に関する費用

低圧導管原価 低圧導管の建設・維持・保全に関する費用

ＬＮＧ気化原価 ＬＮＧの気化設備の建設・維持・管理に関する費用

ＬＮＧ熱調原価 ガスの熱量調整設備の建設・維持・管理に関する費用

その他工場原価 ＬＮＧ工場以外のガスの製造に係る費用

ＬＮＧ貯蔵原価 ＬＮＧ貯蔵タンクの建設・維持・管理に関する費用

ＬＮＧ圧送・気化・熱調原価 ＬＮＧの気化圧送原価及びＬＮＧ熱量調整原価

ＬＮＧ圧送原価 ＬＮＧの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用

機能別原価項目 機能別原価に関する費用の内容

従量原価 ガスの原材料等、ガス量に応じて変動する費用

ＬＮＧ受入原価
ＬＮＧ受入桟橋・ＬＮＧ受入タンク等の建設・維持・管理に関す
る費用

機能別原価の分類表



（※）託送供給約款制定事業者を除く事業者においては、検針票投函に係る費用を含むガスメーターの
　検針に係る費用を「検針原価」として分類し、内管保安原価を巡回保安原価に含めて分類するものと
　する。

託送供給特定原価
託送供給に特定される費用（他の機能別原価に属するものを除
く。）

小口供給特定原価 小口供給部門に特定される費用



別表第５（第11条関係）

（※１）ピーク月の１日の例：ピーク月における１日平均
　　　　　　　　　　　　　：ピーク月における最大送出日
　　　　　　　　　　　　　：ピーク月における最大送出量上位３日の平均
（※２）時間最大の例　　　：最大送出日又はピーク月における最大送出時間帯（例えば連続する４時間）
　　　　　　　　　　　　　　の送出量（又は１日最大送出時間帯の送出量上位３日平均）

大口・卸供給特定原価 大口・卸供給部門に直課

小口供給特定原価 小口供給部門に直課

巡回保安原価 延べ調定件数比

需要家サービス原価 延べ調定件数比

業務用関連原価
対象需要家延べ調定件数比（原価算定期間における業務用対象需
要家の調定件数の比）

その他工場原価
ピーク月ガス販売量比（年間で最も販売量若しくは送出量の多い
月又は年間で最も販売量若しくは送出量の多い日を含む月（例え
ば２月）のガスの販売量比）

検針原価（検針票投函に係る費用に限
る。）

延べ検針件数比（原価算定期間における検針件数の比）

集金原価
延べ調定件数比（原価算定期間における需要家の調定件数（定例
の検針に係るガス料金請求書の発行枚数）の比）

ＬＮＧ受入原価 年間ガス販売量比

ＬＮＧ貯蔵原価
ピーク期ガス販売量比（年間で最も販売量又は送出量の多い４か
月（例えば、12月から３月）のガスの販売量比）

ＬＮＧ圧送・気化・熱調原価
ピーク最大流量比（ピーク月の１日（※１）又は時間最大（※
２）のガス流量比）

ＬＮＧ圧送原価

ＬＮＧ気化原価

ＬＮＧ熱調原価

託送供給非関連原価の部門別原価への配分基準表

機能別原価項目 配　　分　　基　　準

従量原価
年間ガス販売量比（原価算定期間の料金部門別のガスの販売量
比）



別表第６（第12条関係）

中圧Ａ導管原価と中圧Ｂ導管原価に
区分するときは
　中圧Ａ導管原価 ピーク最大流量比
　中圧Ｂ導管原価 １時間当たりの最大流量比

小口供給特定原価 小口供給部門に直課

需要家サービス原価 延べ調定件数比

業務用関連原価 対象需要家延べ調定件数比

大口・卸供給特定原価 大口・卸供給部門に直課

検針原価 延べ検針件数比

集金原価 延べ調定件数比

巡回保安原価 延べ調定件数比

低圧導管原価 １時間当たりの最大流量比

供給管原価 １時間当たりの最大流量比

メーター原価 １時間当たりの最大流量比

ホルダー原価 ピーク月ガス販売量比

高圧導管原価 ピーク最大流量比

中圧導管原価
１時間当たりの最大流量比（ガスメーターの最大流量の累計の
比）とピーク最大流量比が１：１の複合基準

ＬＮＧ圧送・気化・熱調原価 ピーク最大流量比

ＬＮＧ圧送原価

ＬＮＧ気化原価

ＬＮＧ熱調原価

その他工場原価 ピーク月ガス販売量比

従量原価 年間ガス販売量比

ＬＮＧ受入原価 年間ガス販売量比

ＬＮＧ貯蔵原価 ピーク期ガス販売量比

託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分基準表

機能別原価項目 配　　分　　基　　準



別表第７（第13条関係）

小口供給特定原価 延べ調定件数比

巡回保安原価 延べ調定件数比

需要家サービス原価 延べ調定件数比

業務用関連原価 対象需要家延べ調定件数比

メーター原価 １時間当たりの最大流量比

検針原価 延べ検針件数比

集金原価 延べ調定件数比

中圧導管原価 １時間当たりの最大流量比

低圧導管原価 １時間当たりの最大流量比

供給管原価 １時間当たりの最大流量比

その他工場原価 ピーク月ガス販売量比

ホルダー原価 ピーク月ガス販売量比

高圧導管原価 １時間当たりの最大流量比

ＬＮＧ受入原価 年間ガス販売量比

ＬＮＧ貯蔵原価 ピーク期ガス販売量比

ＬＮＧ圧送・気化・熱調原価
１時間当たりの最大流量比

ＬＮＧ圧送原価

ＬＮＧ気化原価

ＬＮＧ熱調原価

小口供給部門原価の料金種別原価への配分基準表

機能別原価項目 配　　分　　基　　準

従量原価 年間ガス販売量比



別表第８（第25条関係）

原料価格の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法

＝

＋ ＋

　以上より、

単位当たりガス料金

＝ ①＋②＋③

への換算係数

原価算定期間中の原料使用量（トン）

原価算定期間中のガス販売量（立方メートル）

×｛１　＋（営業費のレートベース組入比率（1.5）÷12）×事業報酬率｝

×｛１　＋　事業税率　÷（１－事業税率）｝

③　事業税の増減　＝ （原料費の増減＋事業報酬の増減＋事業税の増減）×事業税率

よって事業税の増減　＝（原料費の増減＋事業報酬の増減）×（事業税率÷（1－事業税率））

＝ ×100（円／トン）

①　原料費の増減　＝
原価算定期間中の原料使用量（トン）

× 100（円／トン）
原価算定期間中のガス販売量（立方メートル）

②　事業報酬の増減　＝ 原料費の増減×（営業費のレートベース組入比率（1.5）÷12）×事業報酬率

原料価格の変動額のガス料金の変動額
への換算係数の算定方法（単位当たり
ガス料金への換算係数）

原料価格がトン当たり100円
変動したときの販売量１立
方メートル当たりの原料費
の増減（以下「原料費の増
減」という。）

販売量１立方メートル当たり
の原料費の増減に応じた事業
報酬額の増減（以下「事業報
酬の増減」という。）

販売量１立方メートル当たり
の原料費の増減及び事業報酬
額の増減に応じた事業税の増
減（以下「事業税の増減」と
いう。）



様式第１（第３条関係）

第１表

液化石油ガス 〃ガ
ス
生
産
量

液化天然ガス 千㎥

工業用 〃

その他 〃

商業用 〃

合　　　　　計 〃

販
　
売
　
量

家庭用 〃

他事業者からの製品ガスの受入れ 〃

加熱用・その他 〃

卸供給分（他ガス事業者へ
の供給）

〃

大口供給分 （〃） （　　　　）

小口
供給分

ガ　ス　需　給　計　画

単位 年度実績
　　　　年度

見込み
年度

　原価算定
　期間計

液化石油ガス 〃

天然ガス 〃

小　　　　計 〃

ガ
ス
購
入
量

液化天然ガス 〃

その他ガス 〃

石油系オフガス変成 〃

その他ガス 〃

小　　　　計 〃

供給約款

非規制需要

（〃） （　　　　）

計 〃

備考

ガス生産・購入量計 〃

（　　　　） （　　　　） （　　　　）

合　　　　計 〃

（　　　　） （　　　　） （　　　　）

（〃） （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）



(注）

２．備考欄には、適宜算定の基礎となる数値等を記載すること。

販売量内訳

販売量 千㎥
工
業
用

延べ調定件数 千件

１件当たり販売量 ㎥／月

販売量 千㎥

１件当たり販売量 ㎥／月

商
業
用

延べ調定件数 千件

販売量 千㎥
家
庭
用

延べ調定件数 千件

１件当たり販売量 ㎥／月

１．原価算定期間に応じて年度別に欄を設け記載すること（以下この様式において同じ。）。

販売量 千㎥

１件当たり販売量 ㎥／月

そ
の
他

延べ調定件数 千件

託送供給ガス量 千㎥



第２表

設　備　投　資　計　画

（単位：百万円）

（注）１．消費税額を含まない金額を記載すること。また、工事負担金等圧縮前の値を基準として記載すること。

２．備考欄には、適宜算定の基礎となる数値等を記載すること。

土　　地

　　年度実績
　　　　年度

見込み
　　　　年度

原価算定
期間計

備考

業務設備

合　　　計

工事負担金等（合計の内訳）

供給管

その他

計

供
給
設
備

ガスホルダー

その他機械装置

主要導管

本支管（主要導管以外）

建　　物

製造設備

特定ガス発生設備等



様式第２（第４条、第５条関係）

第１表

（原価算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

営業費等算定総括表

（単位：千円）

項　　　　　　　目 金　　　　額 備　　　　考

計

諸
　
　
　
　
　
　
　
　
経
　
　
　
　
　
　
　
　
費

修繕費

電力料

水道料

法定福利費

厚生福利費

退職手当

労
　
　
務
　
　
費

役員給与

給料

雑給

賞与手当

原
材
料
費

原料費

加熱燃料費

補助材料費

計

バイオガス調達費

需要調査・開拓費

事業者間精算費

固定資産除却費

貸倒償却

雑費

使用ガス費

＜　　　　＞

教育費

需要開発費

たな卸減耗費

委託作業費

租税課金（法人税・地方法人税・住民税（法
人税割）を除く）

試験研究費

通信費

保険料

賃借料

消耗品費

運賃

旅費交通費

＜　　　　＞

需給調整費



(注）１．雑費の上段＜　＞には寄付金に係る費用を、下段＜　＞には団体費に係る費用を内数として

　記載すること。

２．備考欄には、適宜算定の基礎となる数値等を記載すること。

３．該当事項がない欄は、省略すること。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

法人税・地方法人税・住民税（法人税割に限る）

合　　　　　　　　計

計

減価償却費

営業外費用



第２表

（原価算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

賞与手当

法定福利費

役員給与

給料

使用ガス費

補助材料費

原料費

加熱燃料費

営業費等算定明細表

（単位：千円）

項　　　　　　　目 年度 原価算定期間計 備　　　考

需給調整費

バイオガス調達費

＜　　　＞ ＜　　　＞

貸倒償却

雑費
＜　　　＞ ＜　　　＞

需要開発費

たな卸減耗費

固定資産除却費

試験研究費

教育費

租税課金（法人税・地方法人税・住民税（法人税
割）を除く）

保険料

賃借料

委託作業費

運賃

旅費交通費

通信費

電力料

水道料

消耗品費

厚生福利費

退職手当

修繕費

雑給

営業外費用

需要調査・開拓費

事業者間精算費

減価償却費



(注）

２．雑費の上段＜　＞には寄付金に係る費用を、下段＜　＞には団体費に係る費用を内数として

　記載すること。

３．備考欄には適宜算定の基礎となる数値等を記載すること（以下この表において同じ。）。

４．該当事項がない欄は、省略すること（以下この表において同じ。）。

合　　　　　　　　計

１．原価算定期間に応じて年度別に欄を設け記載すること（以下この表において同じ。）。

法人税・地方法人税・住民税（法人税割に限る）



（営業費等項目別算定明細表）

１．原材料費

２．労務費 （単位：千円）

原料ガス費

消費量（kℓ）

消費単価
（円／41.8605MJ)

消費額（千円）

原
　
料
　
費

原料油費

消費量（kℓ）

消費単価
（円／41.8605MJ)

消費額（千円）

　　　　年度 原価算定期間計 備　　考

月平均単価

計

雑
給

平均人員

月平均単価

給
料

基準内賃金　イ

基準外賃金　ロ

基準外率（％）ロ／イ

平均人員

役員給与

　加熱燃料費（千円）

　補助材料費（千円）

前年度実績 　　　年度
原価算定
期間計

備　　考

その他

計

その他

計

厚
生
福
利
費

安全衛生費

　　（何）

雇用保険料

労災保険料

　　（何）

計

賞与手当

法
定
福
利
費

健康保険料

厚生年金保険料



　　　　　　　　　合　　　　計

３．修繕費 （単位：千円）

期首帳簿原価

経常修繕費

期首帳簿原価

経常修繕費

期首帳簿原価

経常修繕費

期首帳簿原価

経常修繕費

４．租税課金 （単位：千円）

５．法人税・地方法人税・住民税 （単位：千円）

　　　年度
原価算定
期間計

備　考

退
職
手
当

退職給付引当金繰入

　　（何）

　基準修繕費計

　ガスメーター

供　給
販売費

一　般
管理費

製造費

採取費

　　年度 　　年度
平均修
繕費率

その他

計

直　近　実　績

法              人              税

年度 原価算定期間計 備　　　考

道　 路　 占 　用 　料

（何）

合　　　　計

事　　　　業　　　　税

固定資産税・都市計画税

合　　　計

年度 原価算定期間計 備　　　考

合　　　　　　　　計

地　 　 方　　  法　 　 人　 　 税

住 民 税 （ 法 人 税 割 に 限 る ）



６．減価償却費 （単位：千円）

７．その他経費関係 （単位：千円）

電力料

水道料

消耗品費

運賃

旅費交通費

建　　　　　　　　　　　　　　　物

年度 原価算定期間計 備　　　考

年度　
　原価算定
　期間計

備　考

合　　　　　　　　計

資  産  除  去  債  務  相  当  資  産

無     形     固     定     資     産

導  管  ・  ガ  ス  メ  ー  タ  ー

車      両      運      搬      具

工     具    器    具    備     品

構　　　　　　　築　　　　　　　物

機         械         装        置

事務・作業用消耗品

工具・備品

印刷代

　（何）

その他

計

その他

計

支払水道料

購入電力量(kWh)

支払電力料

　（何）

年度 年度 年度

直　近　実　績

使用ガス費

　（何）

その他

計

その他

計

交通費

計

原料運搬費

　（何）

ガスメーター

　（何）

その他



通信費

保険料

賃借料

委託作業費

試験研究費

教育費

需要開発費

たな卸減耗費

固定資産除

却費

貸倒償却

(注）雑費の上段＜　＞には寄付金に係る数値を、下段＜　＞には団体費に係る数値を内数として記載すること。

その他

計

損害保険料

電信・電話料

郵送費

　（何）

その他

計

広報費

安全点検手数料

システム関係委託費

　（何）

建物清掃費

銀行口座等手数料

開栓・閉栓手数料

　（何）

その他

計

事務・作業機器賃借料

土地・建物賃借料

車両リース料

　（何）

計

電算機賃借料

合　　　　　　計

＜　　＞ ＜　　＞ ＜　　＞ ＜　　＞ ＜　　＞

計

雑費
＜　　＞ ＜　　＞ ＜　　＞ ＜　　＞ ＜　　＞

製造設備除却費

供給設備除却費

業務設備除却費

　（何）

その他

計



８．需給調整費

必要調整力

調整力コスト

調整力単価

振替供給能力

振替供給コスト

９．需要調査・開拓費

（注）年間開発ガス量を算定する導管敷設年度に応じて年度別に欄を設けて記載すること。

１０．営業外費用関係

　(1)株式交付費償却・社債発行費償却 （単位：千円）

(注）該当事項がない欄は、省略すること。

　(2)営業外費用その他 （単位：千円）

合計 千円

原価算入限度額（増加額×5×1/2） 千円

原価算入額 千円

合計 千円

需要調査費 千円

需
要
開
拓
費

年間開発 年度敷設導管分　 千㎥ 

ガス量　　　　　　　計 千㎥ 

託送料金収入増加額 千円

単　位 　　　年度
原価算定
期間計

備考

単　位 　　　年度
原価算定
期間計

備考

調整力コスト
㎥／h

千円

振替供給コスト

円／㎥・h

㎥／h

千円

合　　　　　　　　計

社　債　発　行　費　償　却

株　式　交　付　費　償　却

年度 原価算定期間計 備　　　考

合　　　　　　　　計

（何）

年度 原価算定期間計 備　　　考



様式第３（第６条関係）

第１表

事　業　報　酬　算　定　総　括　表

（原価算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

（　　　　　％）　　　％

(注）１．届出による変更の場合であって、当該事業者の他人資本報酬率を使用するときは、その旨を

　備考欄に記載し、括弧内にその率を記載すること。

２．第21条第２項において準用する第６条の規定により財務体質強化原資を設けるときは、該当

　する欄を事業報酬率の欄の下に設け、事業報酬額の欄には、財務体質強化原資の額を加えた

　額を記載し、これを除いた額を括弧内に記載すること。

３．別表第１第２表（注）２．の方式により事業報酬額を設定するときは、備考欄に当該導管に係る

　金額及びその算定に用いた事業報酬率を記載すること。

第２表

（レートベースの内訳）

１．固定資産投資内訳

　（１）原価算定期間 （単位：千円）

土地

建物

構築物

機械装置

導管

ガスメーター

車両運搬具

工具器具備品

無形固定資産

長期前払費用

土地

建物

構築物

事業報酬率

事業報酬額

事業報酬算定明細表

レ
ー

ト
ベ
ー

ス

固定資産投資額

運転資本

繰延資産残高

計

（単位：千円）

金　　　　　　　　額 備　　　　　　　　考

設
備

建
設
仮
勘
定

計

年度

　原価算定
　期間計

備考
期首残高（a） 期末残高（b）

固定資産投資計上
額（ a + b ）/ 2



機械装置

導管

ガスメーター

車両運搬具

工具器具備品

無形固定資産

長期前払費用

レートベース

(注）

２．該当事項がない欄は、省略すること（以下この表において同じ。）。

３．備考欄には適宜算定の基礎となる数値等を記載すること（以下この表において同じ。）。

　（２）増加及び減少の内訳 （単位：千円）

土地

建物

構築物

機械装置

導管

ガスメーター

車両運搬具

工具器具備品

無形固定資産

長期前払費用

土地

建物

構築物

機械装置

導管

ガスメーター

車両運搬具

工具器具備品

無形固定資産

長期前払費用

レートベース

年度
備　考

期首残高 増　加 減　少 除　却 償　却 期末残高

備
勘
定
（

有
形
）

計

１．原価算定期間に応じて年度別に欄を設け記載すること（以下この表において同じ。）。

設
備
勘
定
（

有
形
）

計

建
設
仮
勘
定

計



２．運転資本内訳

　（１）営業費等 （単位：千円）

　（２）製品、原材料及び貯蔵品

　　　①　製品（ガス） （単位：千円）

　　　②　原材料 （単位：千円）

労務費

営業費等
（a）

原材料費

年度 原価算定期間計 備　　　　　考

控除項目
（b）

退職給付引当金純増額

（何）

減価償却費（資産除去債務相
当資産に係るものに限る。）

営業外費用

諸経費

原 価 算 定 直 前 ２ 年 間 の 年 平 均 売 上 高

年度の各月残額の平均額

年度の各月残額の平均額

金　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　　考

レートベース （a-b）/ 12×1.5ヶ月分

年度の各月残額の平均額

年度の各月残額の平均額

　液化天然
　ガス

　液化石油
　ガス

その他 備　　　　　考

レートベース

原 価 算 定 期 間 中 の 売 上 高

レートベース

原 価 算 定 期 間 中 の 消 費 額

原 価 算 定 直 前 ２ 年 間 の 年 平 均 消 費 額



　　　③　貯蔵品（原材料を除く） （単位：千円、件）

　（３）　繰延資産内訳 （単位：千円）

年度 原価算定期間計 備考

開発費 期 首 残 高

（熱量変更費用に限る） 増   加   額

償   却   額

期 末 残 高

平       均

（何） 期 首 残 高

期 末 残 高

平       均

３．　事業報酬率 （単位：％）

自己資本

報酬率

他人資本

報酬率

事業報酬率

（Ａ×35％＋Ｂ×65％）

材料在庫
ガスメー
ター在庫

販売器具在庫

年度

原価算定期間計 備　考

平均有利子負債
利子率

Ｂ

旧一般ガスみな
しガス小売事業
者を除く全産業
の平均自己資本
利益率

公社債応募者利
回り等

自己資本報酬率
適用率 Ａ

レートベース

年度 平均

レートベース

原 価 算 定 期 間 中 の 月 末 平 均 需 要 家 数

年度の各月残額の平均額

年度の各月残額の平均額

原 価 算 定 直 前 ２ 年 間 の 月 末 平 均 需 要 家 数



様式第４（第７条関係）

第１表

控除項目算定総括表

（原価算定期間：　　年　　月～　　年　　月） （単位：千円）

項　　　　目 金　　　　　額 備　　　　　　　考

営業雑益

雑収入

事業者間精算収益

合　　　　計

（注）備考欄には、適宜算定の基礎となる数値等を記載すること。

第２表

控除項目算定明細表

（単位：千円）

年度 原価算定期間計 備考

器具販売

ガスメーター賃貸料

（何）

計

需給調整収益

バイオガス調達収益

需要調査・開拓収益

計

賃貸料

遅収加算金

（何）

その他

計

合　　　　　計

（注）

２．賃貸料については、レートベースへ算入した投資額から生じた収益を記載すること。

３．備考欄には、適宜算定の根拠となる数値等を記載すること。

営
業
雑
益

関係事業者間取引収益

雑
収
入

１．原価算定期間に応じて年度別に欄を設け記載すること（以下この表において同じ。）。

関
係
事
業
者
間

取
引
収
益



様式第５（第８条、第９条、第11条、第12条、第13条関係）

第１表

総　原　価　整　理　表

（単位：千円）

加熱燃料費 －

－原料費

項　　　　　目 製造費 供給販売費 一般管理費 その他費 合計

給料 －

計 －

補助材料費 －

－

法定福利費 －

賞与手当 －

雑給 －

計 －

労務費

役員給与 －

運賃 －

退職手当 －

厚生福利費

－

電力料 －

諸経費

修繕費 －

賃借料 －

使用ガス費 －

水道料

消耗品費

租税課金 －

委託作業費 －

－

保険料 －

通信費 －

旅費交通費 －

需要開発費 －

教育費 －

試験研究費 －

貸倒償却 －

固定資産除却費 －

たな卸減耗費 －

バイオガス調達費 －

需給調整費 －

雑費 －

営業外費用 － － －

減価償却費 －

営
業
費

原材料費

計 －

事業者間精算費 －

需要調査・開拓費 －

小　　　計　　（Ａ）

事業報酬 － － －

法人税・地方法人税・住民税 － － －



営業雑益

関係事業者間取引収益

雑収入

事業者間精算収益

（注）１．該当事項がない欄は、省略すること。

　　　２．中小事業者は、供給販売費と一般管理費とを合わせて記載することができる。

計　　（Ｂ） － － －

－ － －

－ － －
控　除　項　目

－ － －

－ －－

合計（総原価）(C)＝(A)－(B) － － － －



第２表

圧送原価

貯蔵原価

従量原価

製造需要原価 ＬＮＧ工場 受入原価

機能別原価整理表

（単位：千円）

金　　　額機能別原価項目

中圧Ａ導管原価

中圧Ｂ導管原価

中圧導管原価

計

ホルダー原価

供給需要原価 高圧導管原価

小　　　　　計

その他工場原価

気化原価

熱調原価

内管保安原価

巡回保安原価

集金原価

メーター原価

計

需要家原価 供給管原価

低圧導管原価

検針原価（検針票投函に係る費用を除く。）

検針原価（検針票投函に係る費用に限る。）

業務用関連原価

需要家サービス原価



（注）１．記入に当たっては各事業者の原価整理の項目に合わせて、欄を加えて記載することができる。

２．託送供給約款制定事業者を除く事業者においては、検針票投函に係る費用を含むガスメーターの

　　検針に係る費用を「検針原価」として分類し、内管保安原価を巡回保安原価に含めて分類するもの

　　とする。第２表補足において同じ。

３．各項目に該当事項がない欄は、空欄とすること。

４．総原価の項目ごとに、機能別原価に配分した比率については、第２表補足において記載すること。

計

合　　　　計　　　　　（総原価）

託送供給特定原価

小口供給特定原価

大口・卸供給特定原価



第２表補足

（単位：％）

機能別原価項目 営業雑益
関係事業
者間取引
収益

雑収入
事業者間
精算収益

従量原価

受入原価

貯蔵原価

圧送原価

気化原価

熱調原価

小計

その他工場原価

ホルダー原価

高圧導管原価

中圧導管原価

　中圧Ａ導管原価

　中圧Ｂ導管原価

低圧導管原価

計

供給官原価

メーター原価

集金原価

内管保安原価

巡回保安原価

需要家サービス原価

業務用関連原価

大口・卸供給特定原価

託送供給特定原価

小口供給特定原価

計

合　　計　（総　原　価） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

（注）１．本表は、総原価の項目ごとに、機能別原価に配分した比率を記載すること。

　　　２．各項目別の機能別構成比は、小数点以下第３位を四捨五入し記載すること。

　　　３．記入に当たっては各事業者の原価整理の項目に合わせて、欄を加えて記載することができる。

　　　４．各項目に該当事項がない欄は、省略すること。

　　　５．中小事業者は、供給販売費と一般管理費とを合わせて記載することができる。

項　　目 製造費 供給販売費 一般管理費

総原価の項目別の機能別原価への配分率表

供
給
需
要
原
価

需
要
家
原
価

製
造
需
要
原
価

Ｌ
Ｎ
Ｇ
工
場

計

事業
報酬

法人
税・地
方法人
税・住
民税

減　価
償却費

労務費 諸経費
減　価
償却費

営業外
費　用

原材
料費

労務費 諸経費
減　価
償却費

労務費 諸経費

検針原価（検針票投函に
係る費用を除く。）

検針原価（検針票投函に
係る費用に限る。）

控除項目

その他費



第３表

部門別原価整理表

（単位：千円）

部門別原価の項目 金　　　　　　　　　額

小口供給部門原価

大口・卸供給部門原価

合計

（注）該当事項がないときは、空欄とすること。

第４表

小口供給部門原価整理表

（単位：千円）

部門別原価の項目 金　　　　　　　　　額

小口供給部門原価

規制需要料金原価

非規制需要料金原価

（注）該当事項がないときは、空欄とすること。



第５表

（注）１．記入に当たっては各事業者の原価整理の項目に合わせて、欄を加えて記入することができる。

２．規制需要託送供給費用相当額の欄には、第13条第２項の規定に基づき算定した額を記載すること。

３．各項目に該当事項がない欄は、省略すること。

４．託送供給非関連原価を項目ごとに規制需要料金原価に配分した比率については、第５表補足において
　記載すること。

貯蔵原価

製造需要原価 ＬＮＧ工場 受入原価

機能別原価項目 金　　　額

従量原価

供給約款料金原価整理表

（単位：千円）

集金原価

巡回保安原価

検針原価
（検針票投函に係る費用に限る。）

需要家原価

計

小　　　　　計

その他工場原価

気化原価

熱調原価

圧送原価

供給約款料金原価合計

小口供給特定原価

需要家サービス原価

業務用関連原価

規制需要託送供給費用相当額

計



第５表補足

（注）１．記入に当たっては各事業者の原価整理の項目に合わせて、欄を加えて記入することができる。

２．該当事項がない欄は、省略とすること。

３．本表は、託送供給非関連原価を項目ごとに規制需要料金原価に配分した比率を記載すること。

４．配分率は、小数点以下第３位を四捨五入し記載すること。

貯蔵原価

製造需要原価 ＬＮＧ工場 受入原価

機能別原価項目 比　　　率

従量原価

託送供給非関連原価の規制需要料金原価への配分率表

（単位：％）

集金原価

巡回保安原価

検針原価
（検針票投函に係る費用に限る。）

計

小　　　　　計

その他工場原価

気化原価

熱調原価

圧送原価

需要家原価

需要家サービス原価

小口供給特定原価

計

業務用関連原価

　合　　計（規制需要料金原価合計）



第６表

（注）１．記入に当たっては各事業者の原価整理の項目に合わせて、欄を加えて記入することができる。

２．各項目に該当事項がない欄は、省略すること。

圧送原価

貯蔵原価

従量原価

製造需要原価 ＬＮＧ工場 受入原価

供給約款料金原価整理表

（単位：千円）

機能別原価項目 金　　　額

中圧Ａ導管原価

中圧Ｂ導管原価

中圧導管原価

計

ホルダー原価

供給需要原価 高圧導管原価

小　　　　　計

その他工場原価

気化原価

熱調原価

小口供給特定原価

需要家サービス原価

業務用関連原価

集金原価

巡回保安原価

メーター原価

検針原価

計

需要家原価 供給管原価

低圧導管原価

供給約款料金原価合計

計



３．機能別原価を項目ごとに供給約款料金原価に配分した比率については、第６表補足に記載すること。

第６表補足

気化原価

熱調原価

圧送原価

貯蔵原価

従量原価

製造需要原価 ＬＮＧ工場 受入原価

機能別原価の項目別の供給約款料金原価への配分率表

（単位：％）

機能別原価項目 比　　　率

低圧導管原価

中圧Ａ導管原価

中圧Ｂ導管原価

中圧導管原価

計

ホルダー原価

供給需要原価 高圧導管原価

小　　　　　計

その他工場原価

需要家サービス原価

業務用関連原価

集金原価

巡回保安原価

メーター原価

検針原価

計

需要家原価 供給管原価

小口供給特定原価

　合　　計（供給約款料金原価合計）

計



（注）１．記入に当たっては各事業者の原価整理の項目に合わせて、欄を加えて記入することができる。

２．該当事項がない欄は、省略とすること。

３．本表は、機能別原価を項目ごとに供給約款料金原価に配分した比率を記載すること。

４．配分率は、小数点以下第３位を四捨五入し記載すること。

様式第６（第14条関係）

供給約款料金原価と料金収入の比較表

様式第７（第15条関係）

第１表

（単位：千円）

（ガス生産・購入量明細表）

平均単価（ａ／ｂ） 想定料金収入

液化天然ガス 千㎥
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

　　年度実績
　　　　年度
　見込み

　　　年度
　 原価算定
　 期間計

備考

変動後 (B)

差　額(C)=(B)-(A)

外生的原料費変動相当額

変動前 (A)

外生的原料費変動相当額整理表

項　　目 金　　　　　額

石油系オフガス変成 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

液化石油ガス 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

その他ガス 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

小　　　　計 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

ガ
　
ス
　
生
　
産
　
量

＜　　　＞

（千円） （千㎥） （円／㎥） （千円）

供給約款料金原価（ａ） 想定ガス販売量（ｂ）



(注）

　を記載すること。

　ない場合は、省略すること。

（原材料費算定明細表）

(注）

表）１．原材料費の数値を記載すること。

＜　　　＞

ガ
　
ス
　
購
　
入
　
量

液化天然ガス 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

天然ガス 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

液化石油ガス 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

＜　　　＞
〃

＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

＜　　　＞ ＜　　　＞

消費単価
（円／41.8605MJ）

＜　　　＞ ＜　　　＞

原料ガス費

消費量（千㎥）
＜　　　＞ ＜　　　＞

原
　
　
料
　
　
費

原料油費

消費量（ｋℓ）
＜　　　＞ ＜　　　＞

消費額（千円）
＜　　　＞ ＜　　　＞

消費額（千円）

　上段＜　＞には現行供給約款料金の算定時における様式第２第２表（営業費等項目別算定明細

その他ガス

消費単価
（円／41.8605MJ）

＜　　　＞ ＜　　　＞

年度
原価算定期間
計

備　　考

１．原価算定期間に応じて年度別に欄を設けて記載すること（以下この表において同じ。）。

２．上段＜　＞には現行供給約款料金の算定時における様式第１第１表（ガス需給計画）の数値

３．現行供給約款料金の算定時における様式第１第１表（ガス需給計画）の全ての数値に変更が

合　　　　計 〃
＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞ ＜　　　＞

小　　　　計



第２表

（単位：千円）

第３表

（単位：千円）

供給約款料金変動額

現行供給約款料金原価

変動額供給約款料金原価整理表

金　　　　　額

非規制需要料金変動額

（注）　該当事項がないときは、空欄とすること。

特定変動小口供給部門原価整理表

部門別原価の項目

変動額供給約款料金原価

金　　　　　額

特定変動小口供給部門原価

供給約款料金変動額



様式第８（第16条関係）

第１表

（単位：千円）

第２表

（単位：千円）

供給約款料金変動額

現行供給約款料金原価

差　額(C)=(B)-(A)

変動額供給約款料金原価整理表

金　　　　　額

変動前 (A)

変動後 (B)

特別変動額整理表

項　　目 金　　　　　額

特別変動額

変動額供給約款料金原価



様式第９（第17条関係）

第１表

（単位：千円）

第２表

（単位：千円）

変動額供給約款料金原価整理表

金　　　　　額

供給約款料金変動額

特殊変動額整理表

項　　目

現行供給約款料金原価

変動額供給約款料金原価

金　　　　　額

特殊変動額

変動前 (A)

変動後 (B)

差　額(C)=(B)-(A)



様式第10（第20条、第21条関係）

第１表

届出上限値方式による料金引下げ原資等整理表

（原資算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

供給約款料金引下げ原資

の内訳

その他

合　　　　　　　　　　　計（Ａ）

供給約款の変更前料金収入（Ｂ）

届出供給約款料金原価（Ｂ）－（Ａ）

供給約款分のガス販売量（千ｍ3）

第２表

（原資算定期間：　　年　　月～　　年　　月）

金　　　　　　額（千円）

届出総原価

（財務体質強化原資）

届出供給約款料金原価

供給約款の変更前料金収入

供給約款料金引下げ原資

供給約款分のガス販売量（千ｍ3）

金　　　　　　　　　　額（千円）

総括原価方式による料金引下げ原資等整理表

（　　　　　　　　　　）　



様式第11（第23条関係）

第１表

（単位：千円）

第２表

（単位：千円）

第３表

（単位：千円）

変動額届出供給約款料金原価

届出供給約款料金変動額

現行供給約款料金原価

差　額(C)=(B)-(A)

変動額届出供給約款料金原価整理表

金　　　　　額

税率変更前 (A)

税率変更後 (B)

項　　目 金　　　　　額

石油石炭税相当額

石油石炭税変動相当額整理表

変動小口供給部門原価整理表

部門別原価の項目 金　　　　　額

変動小口供給部門原価

届出供給約款料金変動額

届出非規制需要料金変動額

（注）　該当事項がないときは、空欄とすること。



様式第12（第25条関係）
基準平均原料価格算定表

原　料
原料価格（円／ｔ） ｐ
ＬＮＧへの熱量換算係数 ａ
数量構成比 ｂ
ａ×ｂ ｃ
基準平均原料価格（円／ｔ） Ｐ＝Σ（ｐ×ｃ）
（注）　原料については、ＬＮＧを主原料として例示したものであり、記入に当たっては原料ごとに合わせて

記載すること。

様式第13（第27条関係）
第１表

事業譲渡等における需要家数等整理表

直近年度末需要家数 （件）
直近改定時供給約款料金原価 （千円）
直近改定時供給約款ガス販売量 （千㎥）
ガスの熱量 （ＭＪ）
立方メートル当たりの料金 （円／㎥）
（注）　「直近年度末需要家数」、「直近改定時供給約款料金原価」、「直近改定時供給約款ガス販売量」、

及び「ガスの熱量」が確認できる書類（写しで可）を添付すること。

第２表
事業譲渡等における平均単価料金比較表

（単位：円／㎥、％）
譲受け等事業者の直近改定時供給約款料金の平均単価 Ａ

Ｂ
平均単価の格差 （１－Ａ／Ｂ）×１００

様式第14（第28条関係）
事業者の定める算定方法一覧表

算定規則の該当条文 算定方法 算定方法を定める理由

譲渡し等事業者と譲受け等事業者の直近改定時供給約款料金原価の合計額
を直近改定時供給約款ガス販売量の合計で除した値

譲渡し等事業者 譲受け等事業者

ＬＮＧ



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
ガ
ス
事
業
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
の
廃
止
）

２

一
般
ガ
ス
事
業
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
十
六
号
。
以
下
「
旧
算
定
規
則
」
と
い
う
。

）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
同
条
第
一
項
の
認
可
を

受
け
た
供
給
約
款
と
み
な
さ
れ
た
旧
供
給
約
款
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旧
供
給
約
款
を
い
う
。
）
で
設
定
さ
れ
て

い
る
料
金
を
第
十
五
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項

第
二
十
四
条

旧
算
定
規
則
第
十
六
条
の
三

第
十
四
条

旧
算
定
規
則
第
十
二
条



第
二
十
三
条
第
一
項

旧
算
定
規
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項

改
正
法
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に

改
正
法
第
五
条

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
五
条

第
二
条
第
一
項

旧
算
定
規
則
第
二
条
第
一
項

第
四
条
第
一
項

旧
算
定
規
則
第
四
条
第
一
項

第
十
五
条
第
二
項

第
三
条

旧
算
定
規
則
第
三
条

第
十
五
条
第
五
項

第
十
三
条
第
一
項

旧
算
定
規
則
第
十
一
条

第
二
十
三
条
第
二
項

第
三
条

旧
算
定
規
則
第
三
条

第
一
号

第
二
十
一
条
第
二
項

旧
算
定
規
則
第
十
五
条
第
二
項

第
二
十
三
条
第
五
項

第
十
三
条
第
一
項

旧
算
定
規
則
第
十
一
条

第
二
十
一
条
第
二
項

旧
算
定
規
則
第
十
五
条
第
二
項
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